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火災防ぎょ計画の策定状況等に関する調査（概要）

○ 調査対象

全消防本部（720本部）

○ 実施期間

令和７年12月12日（金）～令和８年１月９日（金）

○ 回収状況

回収率 100％（720本部）

○ 火災防ぎょ計画とは、消防本部が効率的に消防活動を行うため、地域特性を勘案した活動の重点や消

防水利の確保等について、事前に定めておく計画のこと。

○ 消防庁では、平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、全国の消防本部に対し、大規模な

火災につながる危険性の高い地域の確認・指定及び当該地域の火災防ぎょ計画の策定を依頼。

○ 消防本部は、消防活動の困難性や延焼危険度等を踏まえ、管内における延焼危険地域の有無を確認し、

必要と認める地域を延焼危険地域として指定するとともに、当該地域に対する火災防ぎょ計画を策定。
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火災防ぎょ計画について

火災防ぎょ計画の策定状況等に関する調査について



○ 危険地域の指定作業を行っている消防本部は全体の87.6％であった。【図Ⅰー１】

○ 危険地域の指定作業を行っている消防本部のうち、管轄内に危険地域がある消防本部は74.6％であり【図Ⅰー２】、

そのうち、火災防ぎょ計画を策定している消防本部は、87.0％であった。【図Ⅰー３】

火災防ぎょ計画の策定状況等について

実施済み
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（ｎ＝631）

全部又は一部未策定(61本部:13.0％)3.火災防ぎょ
計画の策定状況
(ｎ＝471)

○ 管轄内に危険地域があるかどうかの確認が行われていない消防本部や、管轄内に危険地域がありながら火災防ぎょ計

画を策定していない消防本部がある。（上図中、赤色破線）

○ 市街地における大規模火災の発生を防ぐため、速やかな危険地域の指定及び火災防ぎょ計画の策定を促していくこと

が必要ではないか。

【図Ⅰ】火災防ぎょ計画の策定状況等

１箇所でも危険地域の消防計画を策定している消防本部は444本部。

※２

※１

鉄筋コンクリート造の建築物がほとんどで木造建築物の割合が低い等。
※1 ※2

２

調査結果

課題と対策の方向性



○ 地形・道路状況などに関する事項を記載している消防本部は96.6％、建物状況などに関する事項を記載している消防

本部は92.6％、付近図などを記載している消防本部は90.3％であった。【図Ⅱ】

【図Ⅱ】記載している内容【複数回答可】

【主な記載内容】

・道路幅員

・消防車両の通行可否

・階段、傾斜地など高低差

・建物配置や空地、空き家の状況

・老人養護施設など要支援者がいる施設 など

地域特性に関する記載事項について

ｎ＝444本部

401本部（90.3％）

411本部（92.6％）

地形・道路状況
などに関する事項

建物状況などに
関する事項

付近図など

429本部（96.6％）

※１箇所でも危険地域の消防計画を策定している消防本部数（以降、本資料において同じ。）

３

○ 地域特性を地図にまとめている消防本部は多いが、記載さ

れている内容や粒度は多種多様。

○ 大分市大規模火災における佐賀関地区の特徴と消防活動へ

の影響（右図参照）を踏まえ、消防活動に影響を及ぼす可能

性がある地域特性（消防車両やホースカー等の通行可否、傾

斜地に関する情報、自然水利の部署位置、延焼阻止線の設定

位置等）について、計画への記載が必要ではないか。 出典：第１回大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会【資料４】
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調査結果

課題と対策の方向性



○道路ごとの車両進入可否や、一般の地図には記載がない獣道等について明示しているほか、当該地域が傾斜地にあるこ
とについて言及し、安全管理上の留意事項について記載している。

地域特性に関する記載事項について

外周の赤線は、区域を表し、区域内の赤線は車両通行不能を表す。
黄色線は、１号車クラス走行可能を表す。
青線（斜め線含む）は、２号車クラス走行可能を表す。

４

２号車は進入可能だ
が１号車は進入不可

獣道があり、歩行
者のみ進入可能

道は塞がれてしま
っているが、隣に
ある駐車場から歩
行者のみ進入可能

２号車は進入可能だ
が１号車は進入不可

密集地域への進入口

２号車は進入可能だが１号車については
曲がり角に石が積み上げられており、電
柱やミラーがあるため進入不可

※消防本部の火災防ぎょ計画をもとに、個人情報等が含まれないよう消防庁により再構成

塩釜地区消防事務組合消防本部



○ 出動隊の数、種類などに関する事項を記載している消防本部は87.8％、必要消防力の算定、増強部隊数などに関する

事項を記載している消防本部は54.5％であった。【図Ⅲ】

【記載している主な内容】

・覚知時点における出動隊の数や種類

・出動隊の任務及び活動概要

・指定地域での火災は、通常出動体制よりポンプ隊を増隊する

・小型の車両に乗り換え出動する など

部隊運用に関する記載事項について

ｎ＝444本部

0 100 200 300 400 500

390本部（87.8％）

242本部（54.5％）

【図Ⅲ】記載している内容【複数回答可】

出動隊の数、種類

などに関する事項

必要消防力の算定

増強部隊数などに

関する事項

○ 初動の出動隊数を定めている消防本部は多いが、延焼拡大した場合に必要となる部隊数を、あらかじめ定めている消

防本部は少ない。

○ 延焼シミュレーション等を活用し、最悪の場合を想定した焼損エリアを予想し、延焼状況に応じた必要部隊数を計画

しておくことが必要ではないか。

５

調査結果

課題と対策の方向性



部隊運用に関する記載事項について

○延焼拡大シミュレーション図を計画に記載し、延焼規模に応じた部隊配置について検討しやすくしている。

出火７分後 出火20分後

放任火災シミュレーション
（火災発生から２時間後）

６

いわき市消防本部



○ 水利の状況（位置、種類）などに関する事項を記載している消防本部は99.1％、水利部署する部隊の指定などに

関する事項を記載している消防本部は86.3％であった。【図Ⅳ】

【記載している主な内容】

・水利種別（消火栓、防火水槽など）や水道配管口径

・水利に部署する部隊を明記している

・使用水利の優先順位を定めている

・大量放水を考慮し、河川からの水利確保に努める など

消防水利に関する記載事項について

0 100 200 300 400 500

383本部（86.3％）

ｎ＝444本部【図Ⅳ】記載している内容【複数回答可】

水利の状況
（位置・種類）など
に関する事項

水利部署する
部隊の指定など
に関する事項

440本部（99.1％）

○ 使用水利や活動隊を定めている消防本部は多いが、生コン組合や地方整備局等の関係機関との具体的な連携要領を定

めている消防本部は少ない。

○ 災害発生時の速やかな連携体制を確保するため、協定締結事業者との連携要領等について、計画に盛り込むことが必

要ではないか。

７

調査結果

課題と対策の方向性



消防水利に関する記載事項について

○消火栓の配管口径や防火水槽の容量を地図上に明示し、取水可能隊数を記載している。さらに、関係機関による
ミキサー車給水場所を地図上に明示している。

配管口径 75mm 100mm 150mm 200mm以上

取水可能隊数 １隊 ２隊 ３隊 ４隊

◎消火栓選定の原則

◎ミキサー車給水場所

…図書館・保育園駐車場または防災センター（消防署屋
外訓練場）とする。

８

給
水
場
所

給水場所

◎防火水槽選定の原則

防火水槽 部隊数

40立方メートル ２隊

100立方メートル ４隊

※消防本部の火災防ぎょ計画をもとに、個人情報等が含まれないよう消防庁により再構成

◎車両進入不可 （道幅４ｍ以下）

（※当該住宅密集地に配管口径75mmの消火栓は無い。）

（抄）

住宅密集地（水利位置・管網・車両進入不可・ミキサー車給水位置）1･13･47
有蓋40㎥

1･13･53
管網100mm

1･13･60
管網150mm

1･13･69
管網100mm

1･13･83
管網200mm

1･13･79
管網150mm

1･13･75
管網100mm

1･13･48
管網300mm

1･13･59
管網250mm

1･13･49
管網100mm

1･13･67
管網150mm

1･13･58
管網150mm

吹き出し上段は消防水利の識別番号、
下段は性能等を表す。

能美市消防本部



○ 初動の活動方針などに関する事項を記載している消防本部は90.5％、安全管理上の留意事項などに関する事項を記載

している消防本部は87.4％、延焼拡大時の対応などに関する事項を記載している消防本部は31.3％であった。【図Ⅴ】

【活動方針に関する主な記載内容】

・延焼方向建物の避難誘導及び検索救助を優先的に行う

・筒先配備を指定し速やかに包囲体制をとる

・延焼拡大危険方向など優先的に筒先を配備する など

【安全管理に関する主な記載内容】

・老朽建築物が多いことから、倒壊に巻き込まれないように留意する

・道路幅員が狭いことから、ホースのつまずき等による事故に留意する

・急速な延焼拡大に備え、退路を常に把握すること など

活動総論に関する記載事項について
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402本部
（90.5％）

388本部
（87.4％）

143本部
（31.3％）

初動の活動
方針などに
関する事項

安全管理上の
留意事項などに
関する事項

延焼拡大時
の対応などに
関する事項

【図Ⅴ】記載している内容【複数回答可】

○ 初動の活動方針を定めている消防本部は多いが、延焼拡大時の対応について定めている消防本部は少ない。

○ 急激に延焼が拡大した場合にも適切に対応するため、延焼状況に応じた活動方針や密集市街地における活動の安全性

確保に関する事項を計画に盛り込むことが必要ではないか。

ｎ＝444本部

９

調査結果

課題と対策の方向性



活動総論に関する記載事項について

○延焼拡大に応じた延焼阻止線（延焼阻止防ぎょ線）の設定要領について、具体的に記載している。

10

森町消防本部



活動総論に関する記載事項について

○退路確保の必要性について計画に盛り込んでいる。

11

【参考】当該地区の道路状況（地理院地図）

赤穂市消防本部



○ 避難誘導対策などに関する事項を記載している消防本部は78.2％、延焼阻止線の設定要領などに関する事項を記載し

ている消防本部は41.7％であった。【図Ⅵ】

【主な記載内容】

・早期に広報を実施し住民の速やかな避難を促す

・空地や道路等を利用して延焼阻止線を設定する

・道路幅員に応じて、複数の延焼阻止線を設定している など

活動各論に関する記載事項について

【図Ⅵ】記載している内容【複数回答可】
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185本部（41.7％）

347本部（78.2％）
避難誘導
対策などに
関する事項

延焼阻止線の
設定要領などに
関する事項

ｎ＝444本部

○ 消火活動と並行した避難誘導対策について計画しておくことが必要ではないか。

○ 延焼阻止線の具体的内容（防ぎょ距離と必要放水量、部隊数等）を定めている消防本部が少ないことから、代表的な

設定要領を提示し、計画に盛り込むことが必要ではないか。
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調査結果

課題と対策の方向性



活動各論に関する記載事項について

○延焼阻止線の設定要領について、具体的に記載している。

道路狭隘地区警防計画（抄）

３ 延焼阻止線設定要領

⑴ 延焼阻止線は、有効河川または幅員のある道路、空地、耐火建物群などを境として、街区内の火災を徹底的に消

火し、火流を延焼阻止線から迎え撃つ。

⑵ 延焼阻止線の所要消防力の設定は、概ね一口の火面長を 10m 以内として算定する。

⑶ 延焼阻止線の投入部隊は、主として消防団を充て、指揮本部から指名を受けた常備消防隊が注水位置、方向を指

示する。

⑷ 火勢を弱めるため、延焼阻止線に近い延焼街区内の建物にも適宜注水を行う。

⑸ 大火流が延焼阻止線に到達するまでの間、火流の両側面から消火し、少しでも延焼阻止線到達時の火面幅を小さ

くすることも考慮する。

⑹ 火流が延焼阻止線に到達する直前になれば、一斉に放水を始め、火勢を弱めて反対側の街区への延焼を阻止する。

⑺ 地表の火流等を常に確認するとともに、上空の飛び火にも細心の注意を払い、飛び火が延焼阻止線を越えないよ

う常に監視する。

○消防隊が行う救助・避難誘導について、具体的に記載している。

救助・避難
誘導対策

要救護者が住居する世帯について、早期救助に当たる。（１件台帳登録あり）

延焼方向の避難、救助を優先し、同時に避難路を確保する。

避難先は、指定避難場所：煥章館とし、延焼状況によっては避難勧告、避難指示を市と連携して実施する。

13

彦根市消防本部

高山市消防本部



○ 消防団に関する事項を記載している消防本部は71.4％、応援要請に関する事項を記載している消防本部は38.5％で

あった。【図Ⅶ】

【主な記載内容】

・消防団により、延焼方向からの避難誘導を実施する

・消防団を防火水槽への充水隊として指定し、継続的な消火活動

を実施する

・出火ブロックを越えて他のブロックへ延焼した場合に応援要請

・延焼規模に応じ、出動区分を定めて応援要請の判断を明確にし

ている など

連携・応援に関する記載事項について

ｎ＝444本部

0 100 200 300 400 500

171本部（38.5％）

317本部（71.4％）

消防団に
関する事項

応援要請に
関する事項

【図Ⅶ】記載している内容【複数回答可】

○ 消防団の車両、資機材等を勘案した具体的な連携内容について、計画に盛り込むことが必要ではないか。

○ 応援要請の目安となる焼損棟数や面積等を定めている消防本部が少ないことから、速やかな応援体制を確保するため、

市街地火災における応援要請の目安を提示し、計画に盛り込むことが必要ではないか。
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調査結果

課題と対策の方向性



連携・応援に関する記載事項について

○消防団の活動について、具体的な内容を定めている。

消防活動困難地域消防計画（抄）

（消防団の基本的活動）

消防団の活動については、原則として現場指揮者の

指揮下に入り常備消防隊の活動支援が主となるが、消

火栓への部署が必要な場合には、消火栓№861（予備的

に消火栓№276）へ部署することとし、新たに筒先包囲

態勢の確保が必要な場合には、消火栓№485への部署に

よる包囲態勢での消火活動も考慮する。

また、大火の場合には、更に大きな筒先包囲態勢を

取るか、風向きや延焼状況を勘案して必要な場合には

住民の避難誘導を優先して行うこととする。

消火栓No.485

消防１号車部署位置

後続の部隊の活動も考えて左右

どちらかに車両を寄せて部署す

ること。

消防２号車及び
救助工作車部署

消火栓No.278

消火栓No.861

消火栓No.276

駐車場

消防２号車

救助工作車

部署位置

消防活動困難地域

15

※消防本部の火災防ぎょ計画をもとに、個人情報等が含まれないよう消防庁により再構成

消防１号車進入限界

位置（部署位置）

府中町消防本部



火災防ぎょ計画に関する取組方針（案）

1６

延焼拡大時における対応体制の強化

・ 延焼危険地域において、急激に延焼が拡大した場合にも、適切な消防活動を継続するため、消防

庁が、延焼拡大時の活動方針、必要消防力の算定、延焼阻止線の設定要領など、密集住宅市街地

等における火災防ぎょ計画の策定要領を作成し、消防本部に周知してはどうか。

優良事例の水平展開

・ 大分市大規模火災の教訓を踏まえ、火災防ぎょ計画の実効性を確保するため、今回の調査結果を

基に、全国の消防本部における優良事例を水平展開してはどうか。

地域特性
消防活動に影響を及ぼす可能性がある地域特性（狭隘路、傾斜地、空
き家等）に関する事項 など

部隊運用
延焼シミュレーション等を活動した焼損エリアの予想と必要部隊数に
関する事項 など

消防水利 消防水利の確保に資する関係機関との連携に関する事項 など

消防団との連携 消防団の車両、資機材等を勘案した具体的な連携についての記載など

（優良事例の例）
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